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D-343 免疫グロブリン（IgG、IgA、IgM）の算定について 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 関節リウマチ疑い及び関節リウマチの経過観察に対する D015「4」免疫

グロブリン（IgG、IgA、IgM）の算定は、原則として認められる。 

 また、算定間隔は、原則として 3 か月に 1回とする。 

 

○ 取扱いの根拠 

 免疫グロブリンは、抗体活性を持つ血清蛋白であり、IgG、IgA、IgM は

感染防御の生理的活性を持つ。関節リウマチにおいては免疫グロブリンが

増加し、特に IgG及び IgAの増加がみられることが多い。 

 以上のことから、関節リウマチの疑い及び関節リウマチの経過観察にお

ける D015「4」免疫グロブリン（IgG、IgA、IgM）の算定は、原則として

認められると判断した。 

 なお、認められる算定間隔は、原則として 3か月に 1回が一般的とされ

ている。 

 


